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位置
　東北地方南部、山形県の内陸部中央にある市です。
山形県は「人の横顔の形」と言われていて、東根市はちょ
うど耳のあたりにあります。

気候
　夏は暑くて冬は寒い…！山に囲まれた盆地の宿命です
が、その内陸性の大きな昼夜の寒暖差の気候が、東根市
の誇るおいしい農産物を生み出しています。
　県内他地域に比べて降雪量が少ないこと、自然災害が
少ないことも魅力的。

環境
　ショッピング・企業エリアは中心部にコンパクトにま
とまりつつ、東部にはスキー場のある黒伏高原や日本一
のさくらんぼを生産する果樹園が多く、西部は出羽三山
のひとつ 月山を臨む豊かな風景が広がっています。
　自然を満喫しつつも、お店や職場にも近くて暮らしや
すいこと、県内に先駆けて数々の子育て施策を打ち出し
てきたことなどから、暮らしやすい環境が整っています。

交通
　空港・新幹線停車駅・高速道路ＩＣ・主要幹線道路・
路線バス・市民バスを有します。
　近隣はもちろん、大都市圏とのアクセスの良さで、４
つの工業団地にはハイテク関連企業などが多数集まり、
安定した雇用の場を創出しています。

　さくらんぼの最高級品種「佐藤錦」発祥の地で、さく
らんぼの生産量は日本一！他にも、もも、ぶどう、ラ・
フランス、りんごなどの果物の生産が盛んで、平成６年
に「果樹王国ひがしね」宣言を行いました。
　平成29年には「東根さくらんぼ」が農林水産省の地
理的表示（ＧＩ）保護制度に登録され、地域ブランド産
品として保護されています。 かつての東根城があった東根小学校の校庭に

そびえる、樹齢1500年以上・樹高28ｍ・
幹の太さは16ｍの、日本一大きなケヤキの木。
長きにわたってこのまちを見守っている、
市のシンボル的存在です。

国指定特別天然記念物「東根の大ケヤキ」

かつての酒蔵を活用した芸術文化交
流施設です。庭園や資料館、交流館
などで構成され、和の佇まいを感じ
ながら様々な活動でご活用いただけ
ます。カフェも併設しております。

東の杜

標高1227ｍの黒伏山にある、
高さ約300ｍの断崖絶壁が見
どころです。四季折々の絶景
と、12月中旬オープンのスキー
場で、思う存分自然を満喫でき
ます。

黒伏高原スノーパーク
ジャングル・ジャングル

美しい山並みと田園風景を臨
む温泉街で、宿泊や日帰り湯、
足湯も楽しめます。泉質はナ
トリウム塩化物泉。琥珀色の
軟らかな「あったまりの湯」
で、体の芯まで癒されます。

さくらんぼ東根温泉

子どもたちが屋外の遊びから学ぶこ
とができる場所―それが「あそびあ
ランド」です。大人気の大型遊具や
噴水広場だけではなく、「自ら遊び
を創る」という理念のもと、子ども
たちの「やってみたい！」をサポー
トするプレイリーダーの存在が最大
の特徴です。

ひがしねあそびあランド

東根市総合保健福祉施設
「さくらんぼタントクルセンター」
保健センター、休日診療所、保育所のほか、
東北最大級の屋内遊び場「けやきホール」、
500人が収容可能なホールが整備された複
合型の施設です。施設にはこども家庭課、
健康推進課や子育て支援センターなども併
設されており、子育て中の皆さんをサポー
トしています。

平成28年に開館した、図書館・美術館・
市民活動支援センターの機能を備える複
合施設です。『多少の喧騒を包み込む賑
わいのある文化施設』として、魅力ある
運営を展開しています。

東 根 市 公 益 文 化 施 設

●面積：206.94ｋ㎡　　
●人口：47,548 人　　●世帯数：18,889 世帯
●気象：平均気温　13.1℃　年間降水量　1,259.5mm
（令和 6年　最高気温 35.5℃、最低気温－6.0℃）
※人口・世帯数はR7.3.31 現在のもの

春
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発行：
東根市総務部 総合政策課地域振興・交流係
〒999-3795 山形県東根市中央一丁目1番1号
℡0237-42-1111ラ・フランスのボディにりんごのステッキ、生産量日本一のさくらんぼの

マントをまとった「果樹王国ひがしね」の王様です！
色々なところで東根市をＰＲしているので、ぜひ会いに来てくださいね！
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東根市イメージキャラクター 「タントくん」

○医療費助成制度
・高校生世代までの医療費を全額助成します。
※一定の障がいがある人や、18歳以下の児童がいるひとり親世帯等についても助成しています。
○妊娠から子育てまで、切れ目のない支援
・「こども家庭センター（さくらんぼタントクルセンター内）」では保健師、管理栄養士などによる専門的な
見地から、妊娠中や子育て中の相談・サポートをきめ細やかに行っています。同じ建物内には乳幼児と親
が気軽に集える「子育て支援センター」もあり、子育てに関する教室なども行っています。
・子どもの任意予防接種費用の一部を助成します（おたふくかぜ・小児インフルエンザ）。
・24時間いつでも医師に相談できる「産婦人科・小児科オンライン相談」や足を運ばなくても「mam@（マ
マっと）メール」で気軽に相談できます。
・妊娠届出前にかかった医療費の一部助成や、電子親子手帳などの事業も行っています。
○一時保育・休日保育・病後児保育を実施、ファミリー・サポート・センターがあります
○全ての小学校区に学童保育所（放課後児童クラブ）があります
○子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、子どもたちが健やかに学校生活を送るための支援として、
対象となる保護者に対し、入学する児童生徒１人につき５万円の小中学校入学応援給付金を支給します。
○特に教育費の負が大きい中学生のいる世帯の負担軽減を図り、子育て支援、教育環境の充実に資するた
め、中学校に通う生徒の給食費を無償化しています。

・平成28年４月、県内初の県立中高一貫校「東桜学館」が開校しました。
・学力向上支援員（教員ＯＢ等）を全小中学校に配置。また、外国語教育の充実のためにＡＬＴを各小中学
校へ７名配置。基礎学力向上を図るとともに、語学力と国際感覚を養います。
・すべての小中学校で１人１台端末と電子黒板を用いた高度なＩＣＴ教育を実践し、情報活用能力の向上を
図っています。
・高崎小学校に「小規模特認校制度」を適用し、英語活動や地域と連携したアフタースクールなど、特色あ
る教育を実施しています。東根・神町・東根中部・大森小学校区の希望者は、学区を超えて高崎小学校に
通学することができます。

子育て施策

リンク集

教育施策

秋 た～んとほおバルフ
ェスタ

in ひがしね

ひがしねの特徴ひがしねの特徴



お問い合わせ・申し込み先 総合政策課（東根市役所３階） 内線 ・

【対象住宅】
建築費または購入費が５００万円以上の住宅
※ 建物が共有名義の場合、共有者の持ち分を含めた
購入費となります。

※ 家屋と土地を一体的に購入し、その明細が契約書
上分からない場合、土地建物一体の金額で判断い
たします。

※ 中古住宅を購入する場合は、リフォーム費用を含め
た金額で判断いたします。

【助成対象者】
対象住宅の所有者で、次の全ての要件を満たす転入者
が助成対象者となります。

① 転入をした日の前日から起算して過去３年において市
内に住所を有していない人

② 転入をした日から起算して対象住宅に入居をした日ま
での期間が３年未満の人

③ 本人および同居家族全員に市税などの滞納がない人

④ 居住地の自治会に加入した人

定住することを目的に、市内に自ら居住するため住宅を新築または
購入し、転入した人に対して助成金を交付します。

【助成金の額】
助成金の額は１５万円です。
また次の要件に該当する場合、助成金の額が加算されま
す。加算額など詳細は、担当課へお問い合わせください。

○子育て加算
助成対象者が高校生（18歳）以下の子ども（入居した時
点）と同居している場合・・・・・・・・・・５万円
※３人目以降は、１人増えるごとに１万円が加算されます。

○地区加算
対象住宅が、下記地区にある場合
大富地区、小田島地区・・・・・・・・・・・10万円
東郷地区、高崎地区、長瀞地区・・・・・・・25万円

○中古住宅加算
対象住宅が中古住宅（人が住んだことのある住宅）の場合
東根地区、神町地区・・・・・・・・・・・・20万円
大富地区、小田島地区・・・・・・・・・・・30万円
東郷地区、高崎地区、長瀞地区・・・・・・・35万円

【補助対象者】※下記以外に一定の要件に該当する必要があります。
① 移住直前の10年間で通算５年以上かつ直近１年以上、東京23区内に在住または東京圏【神奈川県・埼玉県・
千葉県（条件不利地域を除く）】から東京23区へ通勤していた人。
※ 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間に加算可能
② 移住支援金の申請日から５年以上、東根市内に居住する意思を有している人。

【申請期間】東根市内に転入してから３ヶ月以上１年以内

【就業等の条件】
① 都道府県が設置したマッチングサイトに掲載する移住支援金の対象企業で採用され３か月以上勤務している。
② テレワークにより、移住前の業務を引き続き行っている。
③ 起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から１年以内。
④ プロフェッショナル人材支援事業又は、先導的人材マッチング支援事業による就業であること。
⑤ 東根市に居住したことがある、またはふるさと納税の実績がある人で、移住後、農林水産業に従事する人。
【補助金額】２人以上の世帯の場合、100万円。単身の場合、60万円。

１８歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、１８歳未満の世帯員１人あたり100万円の加算あり。

東京圏から移住し就業・起業した方へ、移住支援金を支給します。

入居してから一年以内
に申請してください

東根市定住促進事業助成金

ひがしね移住生活応援事業補助金

【補助要件】 ※山形県、東根市共通
① 補助対象者
東根市に住民登録し、住宅を所有して居住している人
（新築、中古住宅を購入して行うリフォーム、空き家活
用の場合は市外居住でも可）

補助率・上限額は世帯要件、要件工事によって異なりま
す。詳細はお問い合わせください。

市内業者（県の補助を受ける場合は、市内業者でかつ県
内に本店を有する業者であること）

新築又は住宅リフォーム工事で、母屋に係る工事費が10
万円以上（税込）のもの（新築は市補助のみ）。

令和８年３月17日までに実績報告書を提出でき
るもの。
令和８年2月17日までに実績報告書を提出できる
もの。

② 補助金額
東根市 補助率 1/10、1/6、2/5 上限 12～15 万円
山形県 補助率 1/10、1/6、2/5 上限 12～15 万円

③ 施工業者

④ 対象工事

市補助

県補助

※補助金交付決定前に着工したものは、認められません。
※申請受付については、予算がなくなり次第終了します。

【山形県の補助を受ける要件工事】
リフォーム工事の場合は、県と市から補助を受けることができ
ますが、県の補助を受ける場合は、要件工事のうち一定の基準
点を満たす工事を行う必要があります。

要件工事 工事内容（代表的な工種）

①寒さ対策・断熱化
　工事

外壁、天井、床および窓やドアの断
熱化工事。浴室、脱衣室、トイレ、廊
下のいずれかに設備工事を伴う暖房
機器を設置する工事 など

和式トイレから洋式トイレへの交換や
住宅内への手すり設置工事 など

②バリアフリー化工事

③克雪化工事 屋根の雪止め、融雪設備の設置工事
など

一定基準以上の県産木材を使用した
リフォーム工事や増築工事など

④県産木材使用工事

※対象とならないリフォーム工事もありますので、詳しくは
商工観光課までお問い合わせください。

お問い合わせ・申し込み先 建設課（東根市役所 階） 内線 ・

生垣の設置をお考えの人に、生垣用の樹木購入費用の一部を補助する制度です。

【補助要件】 道路や公園などの公共施設に面する部分を１ｍ以上含み、生垣の長さが３ｍ以上であること。
【補助金額】 樹木購入費用（税込）の1/2以内の額で、５万円を限度とします。
【申込方法】 申請書に必要事項を記入し、工事着工の10日前までに提出してください。

お問い合わせ・申し込み先 商工観光課（東根市役所２階） 内線 ・

新築または住宅リフォーム工事を実施する人を対象に補助を行います。また、一定の要件を満た
す場合、補助率や補助限度額が引き上げられます。

【補助率と補助限度額】
世帯要件の詳細については、お問い合わせください。なお、世帯要件・要件工事によって提出書類が異なります
ので、ご注意ください。

東根市住まい応援事業費補助金

東根市生垣設置奨励事業補助金

お問い合わせ・申し込み先 生活環境課（東根市役所 階） 内線

※事前着工は認められませんので、ご注意ください。

【補助額】 ５人槽 ７人槽 10人槽

基本額 390,000円 474,000円 660,000円

住宅用太陽光発電設備および蓄電池設備の設置に要する費用の一部を補助します。
詳細についてはお問い合わせください。

太陽光発電設備 蓄電池設備

【補助要件】
自ら居住する市内の住宅へ蓄電池設備ま
たはV2H充放電設備と併せて太陽光発電
システムを設置すること。

補助対象となる太陽光発電設備の設置と併せて設置す
るもの。または、既存の太陽光発電設備に接続するた
め新たに設置するもの。

【補助金額】 １kWあたり３万円（上限１２万円） １kWｈあたり２万円（上限１０万円）

※事前着工は認められませんので、ご注意ください。

ペレットストーブまたは薪ストーブの設置に要する費用の一部を助成します。
詳細についてはお問い合わせください。

【補助対象】 ストーブ本体の購入及び設置に要する経費や煙突等の配管に係る経費

【補助金額】 補助対象経費の３分の１以内 （上限１０万円）
※事前着工は認められませんので、ご注意ください。

東根市合併処理浄化槽設置整備事業／東根市浄化槽整備促進事業

住宅へ宅配ボックスを設置した方に補助金を交付し
ます。

※購入後の申請になりますので、上記の「対象となる宅
配ボックス」に該当しているか必ず確認してから家電
製品を購入してください。

令和７年４月１日から令和８年３月31日
の期間に購入した新品・未使用の宅配ボッ
クスで、以下の基準に合うもの。
•収納部分の内寸の合計が80cm以上であ
ること
•盗難防止のため、容易に移動すること
ができないよう固定されているもの

宅配ボックスの本体価格及び設置工事費
の２分の１（上限額２万円）

対象となる
宅配ボックス

補助金額

東根市住宅用太陽光発電システム等設置支援事業

ペレットストーブ等設置支援事業

東根市宅配ボックス設置支援事業東根市省エネ住宅普及促進事業
移住世帯

子育て世帯

一般世帯

要件工事①～④に該当する工事

補助率1/5（上限 24万円）
市：補助率1/10（上限12万円）
県：補助率1/10（上限12万円）

市：補助率1/10
（上限15万円）

補助率1/3（上限 30万円）
市：補助率1/6（上限15万円）
県：補助率1/6（上限15万円）

新築工事または
県の要件工事に該当しない工事

工事内容

県補助該当世帯

新婚世帯 市内に自己居住用として、省エネ住宅を新築、又は購入する方
に補助します。詳細についてはお問い合わせください。
［補助対象住宅］

〈1〉住宅の新築の場合、建売住宅の購入（新築工事完了前に
売買契約を締結）の場合
■山形県から「やまがた省エネ健康住宅認定証」の交付を受
けた住宅
※事業の申請は、新築工事完了日（建築基準法に規定する検
査済証の交付日）とやまがた省エネ健康住宅認定証の交付
日のいずれか遅い日が属する年度に行うことになります。

〈2〉建売住宅の購入（新築工事完了後に売買契約を締結）の
場合の日付が補助対象年度中の住宅
■山形県から「やまがた省エネ健康住宅認定証」の交付を受
けた住宅
■補助対象年度中に引き渡しを受けた住宅
■完成から引き渡しまでの間に、居住用に使用されたことの
ない住宅

家庭から出る排水を処理するために設置する合併浄化槽の設置に要する費用の一部を補助します。
補助金額など詳細についてはお問い合せください。

浄化槽を設置する地域や、工事の種類
によって補助金額が加算される場合が
あります。
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